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◦�医療機関に直接連絡をしてもワクチン接種の予約はできません。ワクチン接種の予約は７ページの
「ワクチン接種の予約方法〔➊市コールセンター➋専用ウエブサイト➌LINE（ライン）アプリ〕」により
お願いします

◦�市内医療機関でワクチン接種を受ける際は、

▲

接種券一体型予診票

▲

予防接種済証

▲

本人確認書類
（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど）

▲

お薬手帳（お持ちの場合）ーを忘れずに持参
してください

◦�

▲

接種券一体型予診票
▲

予防接種済証ーは市内医療機関で再発行できません。再発行を希望する場
合は、市コールセンター（☎0120-383-225）へご連絡ください

◉個別接種を実施している市内医療機関（３月８日現在）

医療機関の名称

イーハトーブ病院 齋藤整形外科クリニック 西大通り耳鼻咽喉科医院

石鳥谷医療センター ささきクリニック はじめこどもクリニック

石鳥谷駅前クリニック さとう消化器科内科クリニック 花巻中央眼科

大迫地域診療センター さとう内科クリニック 藤巻胃腸科内科クリニック

小原クリニック 循環器科・内科 大平医院 宝陽病院

おばら内科・消化器科クリニック すがさわ外科内科クリニック 星が丘おおうち整形外科クリニック

織笠内科医院 須田内科医院 まきた内科ハートクリニック

菊地内科クリニック 高木丘クリニック 三浦医院

熊谷内科胃腸科医院 照井内科消化器科医院 ゆうきクリニック

恵ライフクリニック 東和病院 ゆかわ脳外科

国立病院機構花巻病院 とみつか脳神経外科クリニック

小瀬川皮膚科医院 中舘内科クリニック

◆　◆　◆　岩手県の実施する集団接種について　◆　◆　◆

　県では、３回目接種（追加接種）の前倒し

接種を進めるため、滝沢市、奥州市、花巻

市の３か所に集団接種会場を設置。武田/

モデルナ社製のワクチンを使用して集団接

種を実施しています。

■対象　

　２回目接種終了から６カ月以上経過し、

接種日時点で18歳以上の県内に居住する人

※�単身赴任の人や学生など、県外に住民票
がある人でも、県内にお住まいであれば
接種できます

■接種会場・接種期日

接種会場 接種期日

ツガワ未来館アピオ
（滝沢市）

４月９日（土）・10日（日）・16日（土）・
17日（日）、５月７日（土）・８日（日）

江刺西体育館（奥州
市）

３月19日（土）・20日（日）、４月23
日（土）・24日（日）

花巻市交流会館（旧
花巻空港ターミナル
ビル）

５月21日（土）・22日（日）
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※�予約期日は接種期日により
異なります。予約期日や予
約方法の詳細は、岩手県ホー
ムページをご覧ください

◈�ワクチン接種による健康被害が起きた場合の「予防接種健康被害救済制度」

　「予防接種健康被害救済制度」は、ワクチン

を接種したことで病気になったり、障がいが

残ったりするなどの健康被害を受けた人を対

象に、予防接種法に基づく救済を行う制度で

す。厚生労働大臣がワクチン接種による健康

被害を認定した場合は、医療費などの給付を

受けることができます。

　詳しくは、健康づくり課（☎23-3121）へお問

い合わせください。
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日額5,50
0円

を上限に助成 フリーランスで働く保護者を対象に支援

小学校休業等対応支援金

　国では、臨時休業した小学校など（＊）に通

う子どもを保護者として世話をするフリーラ

ンス（委託を受けて個人で仕事をする人）を対

象に、支援金を支給しています。

＊�小学校など…小学校、特別支援学校、放課
後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こど
も園、認可外保育施設など

　

■�対象　１月１日～３月31日の間に、次の要

件を全て満たす労働者

①�次のいずれかを満たす子どもの世話を行う

保護者…

▲

新型コロナウイルス感染症に関

する対応として、文部科学省の臨時休業に

関するガイドラインなどに基づき、臨時休

業などをした小学校などに通う子ども

▲

新

型コロナウイルスに感染し、小学校などを

休む必要がある子ども

②�小学校などの臨時休業などの前に業務委託

契約などを締結している人

③�業務遂行に要する日や時間などを前提とし

た報酬を受ける契約をしている人

④�小学校などの臨時休業などにより、子ども

の世話を行うために、業務委託契約などに

基づき予定されていた日時に仕事ができな

くなった人

■�助成額

▲

１月１日～２月28日に仕事がで

きなくなった分…日額5,500円

▲

３月１日

～31日に仕事ができなくなった分…4,500

円ーを上限

■申請期限　５月31日（火）

■�相談窓口　小学校休業等対応助成金・支援

金コールセンター（☎0120-603-999）

【問い合わせ】�本館商工労政課（緯41-3536）
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＊�申請方法は、厚生労働省
ホームページで紹介して
います

■�貸出期間　イベントの開催日前日～終了日

の翌日の間

■申込方法　

　申請書の必要事項を記入の上、イベントの

５日前までに本館観光課に提出

※�イベント初日の３カ月前から予約を受け付
けています

　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止を図るため、市民などが開催するイベン

ト用として感染症防止対策機器を貸与してい

ます。　

■�対象　市民および市内団体

■貸出機器

　　　　①�非接触型体温計（ハンディ型サー

マルカメラ）…貸出可能台数10台

　　　　②�自動手指消毒器（消毒液オート

ディスペンサー）…貸出可能台数

10台

■貸出料　無料

※�貸出機器に使用する乾電池や消毒液は、各自
準備をお願いします 【�問い合わせ】�本館観光課（緯41-3541）
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＊�申請用紙は、市ホームペー
ジに掲載しています

感染症防止対策機器を貸与しています
市民などが開催するイベントが対象

感染拡大により、国などからイベント実施
の自粛要請などが発出された場合は、機器
の貸し出しを停止する場合があります

貸し出しは

無料です

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


